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次の検査機関で受診する際、助成が受けられます。事前申請が必要です。

令和 2年度   人間ドック
 または   脳ドック   を助成します！

検査機関 電話 自己負担額

人 

間 

ド 

ッ 

ク

  伊豆保健医療センター   （田京） 0558-76-6820 21,250 円

  長岡リハビリテーション病院   （長岡） 055-948-0555 21,250 円

  リハビリテーション中伊豆温泉病院   （伊豆市上白岩） 0558-83-3340 21,020 円

  伊豆赤十字病院   （伊豆市小立野） 0558-72-2148 21,759 円

  東部メディカル健康管理センター   （函南町仁田） 055-979-2657 19,600 円

  国際医療福祉大学熱海病院   （熱海市東海岸町） 0557-81-9171 21,800 円

  NTT 東日本伊豆病院   （函南町平井） 055-978-9612 20,700 円

  聖隷沼津健康診断センター   （沼津市本字下一丁田） 055-962-9882 20,700 円

  芹沢病院   （三島市幸原町） 055-988-2750 20,700 円

  三島中央病院   （三島市緑町） 055-971-4155 10,600 円

  三島共立病院   （三島市八反畑） 055-973-0882 18,000 円

  三島総合病院   （三島市谷田） 055-975-8841 18,500 円

脳 

ド 

ッ 

ク

  伊豆保健医療センター   （田京） 0558-76-6820 31,700 円

  長岡リハビリテーション病院   （長岡） 055-948-0555 24,000 円

  リハビリテーション中伊豆温泉病院   （伊豆市上白岩） 0558-83-3340 29,890 円

  東部メディカル健康管理センター   （函南町仁田） 0558-83-3340 35,000 円

  国際医療福祉大学熱海病院   （熱海市東海岸町） 0557-81-9171 24,000 円

  西島病院   （沼津市大岡） 055-922-3087 37,000 円

  NTT 東日本伊豆病院   （函南町平井） 055-978-9612 32,800 円

  聖隷沼津健康診断センター   （沼津市本字下一丁田） 055-962-9882 35,000 円

  三島中央病院   （三島市緑町） 055-971-4155 15,000 円

◆検査機関一覧

問 国保年金課　☎ 055-948-2905

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人へ

◆ 対象／次の条件を全て満たす人
○ 申請日時点で、引き続き１年以上、市の国民健康
保険に加入している人または市に住所を有し、静
岡県後期高齢者医療制度に加入している人
○ 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を完
納している人
○ 申請時に、満 30歳以上の人
○ 年度内に特定健診（後期高齢者健診）を受診してい
ない人で、人間・脳ドックの助成を受けていない人

※ 年度内に特定健診（後期高齢者健診）と人間・脳
ドックの両方を受けることはできません。

◆助成額／
　20,000 円（自己負担あり）
◆定員／
　○国民健康保険　700 人
　○後期高齢者医療　170 人
　※ それぞれ人間・脳ドック合計（先着順）

◆持ち物／
　保険証、印鑑

◆申込／

　 4月15日（水）～令和3年2月26 日（金） に国
保年金課窓口（伊豆長岡庁舎）で申し込みください。
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※令和元年 10 月以降、点検項目は、6項目から 17 項目に増えています。

  点検者
  （点検を行うことができる人）

変更前 変更後   変更に伴う対応（一例）

  屋外広告士 ○ ○

  広告美術仕上げ技能士等 ○ ○

  屋外広告業者 ○ ×
変更後の資格を有していな
い屋外広告業者が安全点検
を行う場合は、屋外広告物
点検技能講習を受講するな
どの対応をお願いします。

  屋外広告物点検技能講習
  修了者 【新たに追加】

－ ○

  屋外広告物講習会 修了者 ○ ×
有資格者に安全点検を依頼
するなどの対応をお願いし
ます。

　　　（うち、1・2級建築士） ○ ○

【表】点検者の「資格要件」変更点の詳細（堅ろうな広告物のみ）
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屋外広告物点検技能講習
　屋外広告物点検技能講習とは、屋外広告
業の事業者団体が実施する「広告物の点検」
に関する技能講習会です。受講するには、5
年以上の工事経験がある屋外広告業者であ
ることが必要となります。
　詳しくは、（一社）日本屋外広告業団体連
合会HP（http://www.nikkoren.or.jp/）また
は静岡県広告美術業協同組合 HP（https://
shizukobi.com）をご覧いただくか、静岡県
広告美術業協同組合（054-283-3000）に問
い合わせください。


